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富岡特別支援学校 

移行支援部  No.３ 

令和７年９月２日（火） 

 

令和７年度 富岡特別支援学校 ネットワーク支援会 

７月２４日、ネットワーク支援会が行われました。本校児童生徒の保護者様のほか、小中学校の特別支援

学級在籍、また通級指導教室に通う児童生徒及び保護者様が大勢参加されました。 

今回は、本校高等部及び進路指導の説明の後、群馬富岡公共職業安定所から森田裕也様、あさひ社会保険

労務士事務所から浅田均様を講師にお迎えして、情報提供や研修会が行われました。下記をご覧ください。 

その後の個別相談では、浅田様、森田様、富岡市・下仁田町・南牧村・甘楽町の各障害福祉担当者様にご

対応いただきました。 

職業安定所（ハローワーク）の森田様より、卒業後の就労生活についてお話がありました。（一部抜粋） 

裏面へ続く 

本校の進路学習について（一部抜粋） 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PTA施設見学会ではお世話になりました。 

ご報告は次号以降に行います。参加された保護者の皆様、ありがとうございました。 

労務士事務所の浅田様より、障害基礎年金についてわかりやすく教えていただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 障害等級判定ガイドラインについて 

等級判定の流れとして、ガイドラインで定める「障害等級の目安」を参考にしつつ、ガイドライン中の

「総合評価の際に考慮すべき要素の例」で提示する様々な要素を考慮した上で、認定医が専門的な判断に

基づき、総合的に判定します。その時に、日常生活能力の判定が大切です。 

日常生活能力 

（１）適切な食事 

（２）身辺の清潔保持 

（３）金銭管理と買い物 

（４）通院と服薬 

（５）他人との意思伝達及び対人関係 

（６）身辺の安全保持及び危機対応 

（７）社会性 

上記（１）～（７）それぞれを、単身・支援なしで生活した場合を想定して判断します。また、障害等

級の目安は総合評価時の参考になりますが、個々の等級判定は、診断書などに記載される他の要素も含め

て総合的に評価されます。療育手帳の等級は、年金の等級に直接的な影響はありません。 

● 今から準備できること 

（１）診断書を書いてくれる医療機関を探しておきましょう。一番よいのは精神科ですが、予約しても半

年以上待つことがあります。かかりつけの内科等で書いてもらうことも可能なため、相談してください。 

（２）日常生活の様子をメモしておきましょう。診断書作成の際、医師が参考にすることができます。メ

モする場合は、等級判定ガイドラインを意識することが大事です。 

● 「障害年金＝生活の基礎的な収入」 

  障害年金を受給し、足りない部分は周囲のサポートを受けながら仕事をすることで、社会とつながりを

もちながら、自分らしく生活していく。障害年金にはそうした役割もあると考えています。 

お子さんが２０歳になってから動き出すのでは遅いので、今から準備をしていきましょう。 

 


